
 
 

神奈川県剣道連盟の公益財団法人神奈川県スポーツ協会からの           

補助金支給に関する経理規程（案） 

 
                             令和  年  月  日 

 
第１章 総 則 

（趣旨） 
第１条 この規程は、神奈川県剣道連盟（以下「本連盟」という。）における標記経理規程

会計のすべての内容を正確且つ迅速に把握し、本連盟の標記事業活動の計数的統制とそ

の効率的運営を図るため、経理処理に関する必要な事項を定めるものとする。 

 
 

第２章 経 理 
第１節 経理一般 

（適用範囲） 
第２条 この規程は、本連盟の標記経理業務のすべてに適用する。 

 
（経理の原則） 

第３条 本連盟の経理は、法令、規約及びこの規程で定めるもののほか、一般に公正妥当

と認められる会計の基準その他の会計の慣行に準拠して処理されなければならない。 

 
 （事業年度） 
第４条 本連盟の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 
 （善管注意義務） 
第５条 会長等は、経理責任者等が行う本連盟の経理処理について、善良な管理者の注意

を払わなければならない。 

 
 （経理責任者等） 
第６条 本連盟の経理責任者は理事長とする。 
２ 金銭の出納及び保管については、その責に任じるため出納責任者を置かなければなら

ない。 

 
３ 出納責任者は、会計とする。 
４ 出納責任者は、金銭の出納及び保管事務を取扱わせるため、出納事務担当者若干名を

置くことができる。 



第２節 帳簿書類及び保存、処分 
 （鑑定科目の設定） 
第７条 本連盟の会計においては、財務及び会計のすべての状況を的確に把握するために

必要な勘定科目を設ける。 
２ 各勘定科目の名称、性質及び処理基準については、細則で定める。 

 
 （勘定処理の原則） 
第８条 勘定処理を行うにあたっては、特に次の原則に留意しなければならない。 
 (1) すべての収入及び支出は、神奈川県スポーツ協会から支給される補助金予算に基づ

いて処理しなくてはならない。 
 (2) 収入科目と支出科目とは直接相殺してはならない。 
 (3) その他一般に公正妥当と認められた会計処理の基準に準拠して行う。 

 
 （会計帳簿） 
第９条 会計帳簿は次のとおりとし、一切の経理取引に関する記帳整理は、会計伝票を基

に行い、正確に記帳しなければならない。 
 (1) 総勘定元帳 
 (2) 現金出納帳 
 (3) 物品台帳 
 (4) その他経理責任者が必要と認める帳簿 

 
 （会計伝票） 
第１０条 会計伝票は次のとおりとする。 
 (1) 収入伝票 
  (2) 支出伝票 
２ 会計伝票は、証ひょうに基づいて作成するものとする。 
３ 会計伝票は、原則として１件ごとに作成するものとする。 
４ 会計伝票には、勘定科目、取引年日、数量、金額、相手方等取引内容を簡単かつ明瞭

に記載しなければならない。 
 （証ひょう） 
第１１条 証ひょうとは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものをいう。 
 (1) 請求書 
 (2) 領収書 
 (3) 証明書 
 (4) 決裁文書 
 (5) 検収票、納品書 
 (6) 各種計算書 
 (7) 委任状 



 (8) 契約書、請書、覚書その他の証書 
 (9) その他取引を裏付ける参考書類 

 
 （帳簿の更新） 
第１２条 会計帳簿及び会計伝票は、事業年度ごとに更新する。 
 （帳票等の様式） 
第１３条 会計帳簿及び会計伝票の様式は、細則で定める。 

 
 （帳簿書類の保存、処分） 
第１４条 神奈川県スポーツ協会からの補助金に係る経理に関する帳簿、伝票及び書類

は、県スポーツ協会の当該補助事業の完了する日の属する会計年度の翌年度から１０

年間保存するものとする。 
２ 帳簿等を焼却したりその他の処分に付する場合は、事前に経理責任者の指示又は承認

を得なければならない。 

 
第３節 金 銭 

 （金銭の範囲） 
第１５条 この規程において金銭とは、現金、預金及びその他現金に替えるべき証書をい

う。 

 
 （金銭の出納） 
第１６条 金銭の出納は、出納責任者及び出納事務担当者（以下「出納責任者等」とい

う。）が会計伝票に基づいて行わなければならない。 
２ 収入支出の出納に関する事項は、細則で定める。 

 
 （金銭等の保管） 
第１７条 収納した金銭は、本連盟取引の金融機関に預け入れなければならない。ただ

し、やむを得ない理由により預け入れができない場合は、厳重な鍵のかかる金庫に通帳

とともに、保管しなければならない。 

 
 （支払命令及び領収書） 
第１８条 出納責任者等が金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を

証する書類に基づいて、支出伝票により行うものとする。 
２ 金銭の支払については、最終受取人の署名のある領収書を受け取らなければならな

い。 
３ 銀行振込の方法により支払いを行う場合は、最終受取人が記名された金融機関発行の

証書等により、領収書に代えることができる。 

 



 （金融機関との取引） 
第１９条 金融機関との預金取引を開始または廃止する場合は、会長の承認を得て、経理

責任者が行う。 
２ 金融機関との取引は、原則として、会長又は理事長の名をもって行う。 

 
 （支払方法） 
第２０条 金銭の支払方法は、原則として銀行振込によるものとする。ただし、小口払い

その他これによりがたい場合はこの限りでない。 

 
 （前渡金支出） 
第２１条 出納責任者等は、事業運営に係る経費を細則で定めるところにより、前渡金支

出することができる。 
２ 前渡金支出の支出目的が終了したときは、速やかに精算を行い、残金がある場合は直

ちに戻入しなければならない。 

 
 （立替金） 
第２２条 前条の精算による経費の不足が生じた場合や、緊急の支出が生じた場合は、立

替金にて経費の支出を行うことができる。 
２ 立替金を処理した者は、速やかに執行伺票を起票しなければならない。この場合にお

いて、出納責任者は決裁のうえ、立替金処理をした者に支出するものとする。 

 
 （金銭の過不足） 
第２３条 金銭に過不足が生じたときは、出納責任者は遅滞なく経理責任者に報告し、そ

の処置については、経理責任者の指示を受けなければならない。 

 
第４節 物 品 

 （物品の範囲） 
第２４条 物品は、消耗品と備品に区別するものとする。 
 (1)  消耗品 取得価額が、５万円未満のもの 
 (2)  備品 耐用年数が１年以上で、かつ、取得価額が５万円以上のもの 

 
 （物品の購入） 
第２５条 物品の購入は、収支予算に基づいて、事務決裁規程による決裁責任者の決裁を

得て行うものとする。 

 
 （物品の管理） 
第２６条 出納責任者は、備品として管理するものは、物品台帳を設けてその記録及び整

理を行わなければならない。 



第５節 契 約 
（契約担当者） 

第２７条 本連盟の契約は、契約担当者でなければ、契約を締結することができない。 
２ 契約担当者は会長とする。 

 
 （契約の方法） 
第２８条 契約担当者は、業務執行に関して、売買、賃貸借、請負その他の契約をしよう

とするときは、入札又は随意契約により行うものとする。 
２ 入札執行者は、経理責任者とする。 
３ 入札に付そうとするときは、予め契約しようとする事項の予定価格を定め、当該契約

の目的に従い、最高又は最低の価格による入札者と契約を締結しなければならない。 
４ 前項に規程する予定価格は、次の各号に該当する場合は省略することができる。 
 (1) 法令等の規定により、価格が定められている物件を買い入れるとき。 
 (2) 図書、定期刊行物その他市場価格そのままを予定価格として採用して差し支えない

物品を買い入れるとき。 
 (3) 食料品を購入するとき。 

 
 （随意契約） 
第２９条 随意契約によることができる場合は、次の各号に該当する場合とする。 
 (1) 契約の性質又は目的が指名競争入札に適しないとき。 
 (2) 緊急の必要により指名競争入札に付することができないとき。 
 (3) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みがあるとき。 
 (4) 競争入札に付して入札者がいないとき、又は再度の入札に付して落札者がいないと 

き。 
  (5) 落札者が契約を締結しないとき。 
 (6) 官公庁又は他の公益法人と契約をするとき。 
 (7) 経理責任者が特に認めたとき。 
２ 契約の締結を随意契約によって行う場合は、原則として、２人以上から見積書をとる

ものとする。ただし、１件の予定価格だ１０万円未満の契約及び２人以上から見積書を

徴する必要がないと認められるもの等経理責任者が特に認める場合はこの限りでない。 

  
 （契約書の作成） 
第３０条 契約を締結しようとするときは、次の各号に定める事項のうち必要なものを記

載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添付しなければなら

ない。 
 (1) 契約の目的 
  (2) 契約金額 
  (3) 契約の履行期限 



  (4) 契約保障金額 
  (5) 契約履行の場所 
  (6) 契約代金の支払又は受領の時期並びに場所及び方法 
  (7) 監督及び検査 
  (8) 履行遅滞その他債務不履行の場合における違約金 
  (9) 危険負担 
  (10) かし担保責任 
  (11) 契約の解除条件 
  (12) 契約に関する紛争の解決方法 
  (13) その他必要事項 

 
  （契約書の省略） 
第３１条 次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができ

る。 
 (1)  150 万円を超えないものについての契約を締結するとき 
  (2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取る

とき。 
  (3) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査ができるとき。 
  (4) 官公庁又はこれに準ずるところから物品を買い入れ、貸し入れ、売り払い、又はこ

れらのものに工事を執行させるとき。 
  (5) 随意契約による場合において、経理責任者が契約書を作成する必要がないと認めた

とき。 
２ 前項の規定により契約書の作成を省略する場合は、請書をとらなければならない。た

だし、10 万円未満の契約及び契約の適正な履行が確実なものについては、この限りでは

ない。 

 
  （監督及び検査） 
第３２条 契約の適正な履行を確保するための監督及び検査は、経理責任者が出納責任者

又は出納事務担当者に命じて行うものとする。 
２ 前項の検査を行った者は、検査調書を作成しなければならない。ただし、第 31 条の

規定により契約書の作成を省略したものについては、これを省略することができる。 

 
第６節 予算・決算 

  （収支予算の目的） 
第３３条 収支予算は、各事業年度の事業活動を明確な計数をもって表示し、責任の範囲

を明らかにし、かつ、収支予算と実績との比較検討を通じて事業の円滑な運営を図るこ

とを目的とする。 

 



  （収支予算書の作成） 
第３４条 収支予算書は、総会の承認を得た確定決算を基に事業計画に基づき会長が作成

し、理事会の承認を経た上で、総会の承認を得て確定する。 

 
  （収支予算の執行者） 
第３５条 収支予算の執行者は会長とする。 
２ 各事業担当の理事は、所管事項の収支予算を掌理する。 

 
  （予算執行の原則） 
第３６条 収支予算は、本連盟の収支を確実かつ厳正に確保するように執行しなければな

らない。 
２ 支出予算は、最小の経費でその目的を達成し、かつ、その効果を発揮するように執行

しなければならない。 

 
  （決算の目的） 
第３７条 決算は、各事業年度の会計記録を整理し、財務及び会計のすべての状態を明ら

かにすることを目的とする。 

 
  （収支決算書の作成） 
第３８条 経理責任者は、年度決算に必要な手続きを行い、収支決算書を作成し、会長に

報告しなければならない。 

 
  （収支決算書の確定） 
第３９条 会長は、前条の収支決算書について、監事の監査を受けた後、監事の意見書を

沿えて理事会へ提出し、承認を得て、決算を確定する。 

 
第３章 補 則 

  （補則） 
第４０条 この規程の施行について必要な事項は、会長が別に定める。 
２ この規程及び細則の運用に関する指示は経理責任者が行うものとする。 

 
 
 
 
 
 
 
 


